
「白山市都市計画マスタープラン全体構想（案）」 

に対するご意見と市の考え方について 
 

募集期間：平成２０年１２月１日（月）～１２月３１日（水） 

結  果：４名の方から８件のご意見、ご要望 

 

 

 パブリックコメントに寄せられた全体構想（案）へのご意見、ご要望と、それに対す

る市の考え方は以下のとおりです。 

 

記 

 

 ご意見、ご要望 市の考え方 

1-1 身近なところにインターチェンジがつ

き、県外に行きやすく、県外の方を迎え

入れやすい環境が出来ることを楽しみに

しております。また、遊ぶ、景観を楽し

む、温泉を楽しむ、仕事をする、買い物

をする等、充実した生活、子育てが出来

る環境にあることをうれしく思っていま

す。このマスタープランは、あくまでも

草案であり総論であると思いますが、配

慮すべき点の抜け落ちも多くあるように

思います。あまりにも膨大な量を処理す

るため、仕方のないところもあろうかと

は思いますが、このプランは、今の市民

のために作成しているのですか？それと

も将来的に流入する市民、将来この地を

担うであろう子供たちのために作成した

のですか？白山市の一番の財源である法

人固定資産税を増やすためにお考えなの

ですか？「すばらしいまち」、「すてきな

まち」ばかりが前面に出ていて誰に対し

て？何を求めて？が不明瞭です。 

本マスタープランは、白山みらい創造

プランの基本構想に基づき、都市づくり

の具体性ある将来ビジョンを確立し、白

山市の定める都市計画の指針として将

来のあるべき姿をより具体的に明示し、

地域におけるまちづくりの課題とこれ

に対応した整備等の方針を明らかにす

ることを目的として策定しており、現在

の市民の皆様や事業関係者、将来この地

を担う子ども達はもちろんのこと、これ

から先において白山市に入ってこられ

る方々や白山市に訪れる方々など、全て

の人に対して取り組んでいます。 

1-2 白山インターチェンジが出来て一番恩

恵を受けるのは固定資産税を受け取る自

治体であり、そこを生活圏、通学圏にし

ている市民、子ども達の生活にどのよう

白山インターチェンジが新設される

ことにより、それ自体で固定資産税が増

収となることはありませんが、整備に伴

い、様々な都市活動の基盤となる交通ネ



な変化がもたらされるかの推測さえあり

ません。松任宇ノ気線は、現在でも朝夕

は大混雑です。子ども達は、車の間をす

り抜けながら通学している有様ですし、

通学専用のはずの通学路に侵入してくる

近隣工場への労働者の通勤車輌が狭い道

にどんどん入ってきている有様です。放

置している問題がそこにあるのに、解決

に向かう対策も採られていないのに、ま

た新たな問題をその地域に向けるのです

か？生活者の視点と、行政の机上論がう

まくマッチングされるように願っており

ます。松任宇ノ気線は拡張すべきかもし

れません。しかし、生活者から言わせて

いただければ、別の複線を設けて、バイ

パスされるよう、これまでの集中が緩和

され、インターチェンジ付近の生活者が

安心して生活できるような環境をご提案

いただければありがたいと存じます。 

ットワークが形成され、地元地域をはじ

めとする市民の皆様や周辺の事業関係

者等の交通の利便性が向上するととも

に、産業活動の活性や災害時における緊

急輸送経路の確保、市街地の交通渋滞緩

和による環境対策など様々な益をもた

らすものであると考えます。 

白山インターチェンジに先駆けて計

画されていた、松任宇ノ気線のバイパス

機能を併せ持つ金沢外環状道路海側幹

線（都市計画道路 金沢鶴来線）につい

ては、平成２４年の供用に向けて、現在

整備が進められています。 

この道路の供用が開始されれば、将来

都市構造図（第３章）や将来道路ネット

ワーク図（第４章）にも記載してあると

おり、国道８号・（都）末松徳光線・（都）

横江徳光線とともに松任地域の４車線

による環状道路機能が形成されること

になり、周辺工業団地への通勤車両の拡

散や通過交通の減少等により、松任宇ノ

気線の交通量も緩和されます。 

2 [Ｐ４２]３ 都市施設整備の方針（１）交

通 について、以下のように提案いたしま

す。 

１）基本的な考え方「公共交通機関等

の充実によりマイカーからの転換を促進

することで」とあるが、その施策を充実

するため、国は「地域公共交通の活性化

及び再生に関する法律」（以下「活性化

法」）を定めている。白山市の公共交通の

活性化を図る目的を推進するため、活性

化法第５条で定められた地域公共交通総

合連携計画の作成及び実施を行い、同法

第６条で定められた協議会を組織する旨

記述いただきたい。 

２）鉄道 ②北陸鉄道石川線「一部区間

（鶴来駅～加賀一の宮駅）が廃線となり」

まず、「地域公共交通の活性化及び再

生に関する法律」（以下「活性化法」）に

おける同法第５条及び第６条に関する

ご提案についてですが、あくまでも「基

本的な考え方」を示す部分であり、具体

的な手法を記載する予定はありません。

しかしながら、この「基本的な考え方」

の実現に向け、ご提案されている「活性

化法」に定められた連携計画の策定及び

法定協議会の設置については、手法の一

つとして想定しており、本マスタープラ

ンとの調和を保ち、かつ、白山市総合計

画に即した形で進めてまいります。 

次に、北陸鉄道石川線「一部区間（鶴

来駅～加賀一の宮駅）」についてですが、

当該区間の廃止は市としても遺憾であ



の部分は、廃止が既定路線となっている

かのような記述となっているが、平成２

０年１２月１８日に石川運輸支局で行わ

れた意見陳述において、沿線住民団体か

らは廃止自体についても疑問の声があが

っている。このため、廃止自体が市民か

ら合意を得られていないことを考慮し、

廃止ありきの記述を改め、廃止届け取り

下げ・存続を含めて検討する旨記述いた

だきたい。また、廃止が避けられない場

合には、後述のコミュニティバスの整備

を含めた代替交通の確保を行うことを記

述いただきたい。 

また、「鉄道事業者や県、沿線他市町と

ともに、利用者の確保に努めます。」とあ

るが、平成２０年１１月２１日の市の地

域公共交通会議において、北陸鉄道が残

存予定区間（鶴来駅～野町駅）について

も本数削減を提案するなど、利用者確保

に逆行する動きが見られる。こういった

動きを避け、石川線の利用者の確保を進

めるため、活性化法第２６条で定められ

た鉄道再生事業を進めることを検討する

記述を加えていただきたい。また、これ

らについて、１）の協議会で議論を尽く

すことをお願いしたい。 

 ３）バス ②コミュニティバスについて、

万一北陸鉄道石川線の一部区間廃線が避

けられない場合、それを代替・補完する

交通機関として鶴来地区の旧市街に石川

線と接続するコミュニティバスを整備す

ることも視野に入れた記述をお願いした

い。以上、よろしくお願いします。 

り、廃止を容認したものではありませ

ん。この記述については「一部区間（鶴

来駅～加賀一の宮駅）を廃止する届出が

なされ」と改めます。 

北陸鉄道石川線の活性化についての

具体的な取り組みは「白山市の新しい公

共交通についての基本計画」で定めてい

るところですが、さらに鉄道事業者や

国・県・沿線他市町とともに利用促進や

利用者の確保に取り組みます。 

なお、鉄道再生事業の実施について

は、設置を想定している「活性化法」に

定められた法定協議会の中で検討して

いきたいと思いますが、具体的な手法に

ついては記載する予定はありません。 

また、代替交通の確保が必要となった

場合は、路線バスがその役割を担うもの

と考えています。 

3 まず、このマスタープランは、将来の

あるべき姿をあらわしたものか？それと

も、過去から現在までの変化を基に単純

予測したものか？どちらですか？計画テ

ーマ自然と共生する循環都市とは、自然

本マスタープランの策定目的は、「１

－１．市の考え方」のとおりであり、森

林整備計画などの更なる個別内容につ

いては、各々の詳細計画に記載されてい

ます。 

※

※



の中に戻せない物質は使用しないことに

なるが、それで都市計画は可能か？四つ

の基本方針《快適な環境》と《美しい環

境》は両立するのか？両立させる方法が

あるなら提示すべきである。《美しい環

境》の中で、森林整備の必要性の記載が

あります。林道の維持管理を疎かにして

いる現状で、森林整備をどうやって行う

のか？《効率的な環境》では、「コンパク

トな都市構造を目指す」としているが、

《土地利用の考え方》では、「用途の混在

を避け総合的・計画的に実施する」とあ

ります。右と左を同時に見ることに成り

はしないか？将来フレームについてこの

予測は、根拠の無い甘い予測である。水・

食料・資源・石油などの争奪戦が始まろ

うとしているのに、過去の統計だけを基

にしているのは、お粗末な予測である。

将来都市構造について道路と鉄道以外

は、現状を表しているのにすぎないので

はないのか？１０年では、ほとんど変ら

ないと考えているのか？だとすれば、将

来フレームとの整合性が無い事になる。

【都市整備の方針・・・市街地等整備の

方針】田園集落・白山ろくの集落におい

て、居住環境の何が整備不足なのか？定

住を勧めるなら、定住したくなるマイン

ドの普及に努めるべきである。最後に今

後は、道州制も含め地域間の競争が激化

するのは必然です。そんな環境の中で白

山市が基礎自治体として、財政の健全化

と他の市との違いを明確にしていかなけ

れば、地域間競争に負けてしまうのでは

ないでしょうか？白山市ならではの特色

あるマスタープランを策定すべきだと考

えます。手段が目的にならないように期

待します。 

 

計画テーマの「循環の都市」について

は、豊かな自然を守り育てていくこと

で、そこで生み出される水や空気等の自

然の循環を保全しながら、まちづくりの

中で作り出される人為的循環を上手く

コントロールしていくことにより、バラ

ンスのとれた安定した循環の維持・再生

を図り、健全な生活環境を守るという意

味をも込められております。 

将来フレームについては、過去の統計

データや都市計画基礎調査を基に人

口・工業・商業のそれぞれの将来数値を

予想し、各種需要を算定するもので、今

後のまちづくり計画の基礎となる指標

であります。これにつきましては、全体

構想の末尾にも記載してあるとおり、本

計画を中間年次等において状況を適切

に評価し、適正な見直し・改善を図ると

しております。 

将来都市構造図では、道路と鉄道以外

にも郊外市街地ゾーンや工業ゾーンの

新たな位置付けなど、将来を見据えた記

述としていると認識しておりますが、今

後も皆様からのご意見を反映させなが

ら、状況に応じて将来の予想や都市構造

等の評価や見直しをおこない、魅力ある

白山市の都市計画マスタープランとな

るように努めてまいります。 



4-1 ２１世紀は超高齢化社会、低炭素社会

に対応した都市計画、まちづくりが求め

られる。白山市の都市交通および地域交

通の面では、過度となっている自動車利

用を抑制する必要がある。現在、白山市

周辺では幹線道路などは十分すぎるくら

い整備されている。これからは道路や駐

車場整備などクルマのための施策より

も、公共交通の活性化や利便性向上が求

められる。公共交通の中でも、鉄道は環

境負荷が小さく定時性や速達性に優れて

いるため全国的に見直しがされている。

白山市として特に重点的に力を入れてほ

しい路線が北陸鉄道石川線である。 

石川線は、旧鶴来地区での「住民の足」

としての機能はもちろんであるが、北陸

新幹線の二次交通や交流人口の拡大が課

題となっている中、新幹線金沢駅開業の

際、白山ろくへのアクセス路線としての

役割は大きい。 

新幹線で来訪する首都圏の人たちが頼

る足はあくまで鉄道である。石川の人た

ちとは感覚や意識が異なるが、東京の人

たちはクルマやバスの利用は低い。石川

線の存在価値は高く、将来的には二つの

世界遺産「城下町金沢」と「霊峰白山」

をダイレクトに結ぶ路線として目標にし

てほしい。 

行政として、都市計画の重点施策とし

て当面は次の施策を進めてほしい。 

①都市計画法でいう都市高速鉄道に指定

し、道法寺、曽谷などはじめとする石川

線の各駅から、沿線や鶴来バイパス沿い

に存在するクレインなどの公共施設や大

手機械メーカー工場、大型商業施設など

従来はクルマでしか行けなかった公的施

設へのアクセス道路の整備。 

②今後、旧鶴来町など白山ろく住民向け

 鶴来地域や白山ろく地域の生活密着

路線である北陸鉄道石川線の活性化等

については、鉄道事業者や国、県、沿線

他市町と連携し取り組むこととしてお

り、さらに、設置を想定している「活性

化法」に定められた法定協議会において

も検討していきます。 

 また、本マスタープランでは、市街地

等整備の方針（第４章）における市街地

の考え方として、鉄道駅周辺の市街地整

備について記載してありますが、さらに

当該沿線における都市施設整備や土地

利用については、今後皆様からのご意見

を賜りながら検討していきます。 

 なお、北陸鉄道石川線を都市計画法に

基づく都市高速鉄道に指定する、という

ご提案について、指定する予定はござい

ません。 



の公共施設は、幹線道路沿いでなく石川

線沿線へ優先的に設置（誘致や移設）を

実施する。 

③石川線沿線へ市営住宅や県営住宅の誘

致、ニュータウンの造成、定住促進のた

めの住宅建設助成制度の実施。 

④住民に鉄道の利点や魅力が十分に理解

されていない点があるため、市民に対す

る周知啓発の実施。 

⑤金沢側ターミナルの利便性向上を実施

する。具体的には西金沢と野町を「ダブ

ルターミナル」とし、西金沢でのＪＲ列

車乗り継ぎ、野町駅でのシティーライナ

ーなどのバス乗り継ぎについて、ダイヤ

改善や乗り継ぎ運賃減額などを実施す

る。 

将来的には金沢市や石川県などととも

に、金沢新交通システム導入による石川

線の金沢都心部（香林坊、武蔵）乗り入

れを検討する。 

4-2 市のシンボルであり、国立公園であり

世界遺産を目指す白山および白山ろく

は、白山市民だけでなく多くの県民、国

民の財産である。今後は豊かな自然環境

を守りつつ多くの人たちにとっての信仰

と癒しの場にしてほしい。 

霊峰白山と都市部である旧松任地域と

金沢地域を結ぶ自然環境に優しい交通イ

ンフラが必要である。空気を汚し環境破

壊を招く自動車（マイカーやバス）では

貴重な自然が残る霊峰白山へのアクセス

には不適当である。 

平成１９年５月に法政大学教授から市

の方へ、松任地区あたりから白山への鉄

道路線導入の提言があった。財政的に容

易な話ではないが、高齢化時代、低炭素

時代には不可欠な路線であり、２１世紀

の白山市にふさわしいプロジェクトであ

 日本三名山の一つである霊峰白山の

豊かな自然環境を後世に引き継ぎ、美し

い自然景観をこのまま保全していくこ

とが必要であると考えます。また、ご提

案される鉄道整備には多大な費用負担

が想定されることから、本マスタープラ

ンにおいては山岳鉄道導入への取り組

みについて、記載する予定はありませ

ん。 



る。 

路線は、現在の石川線をベースに、金

名線を復活させ、さらに瀬女高原経由で、

一里野温泉までつなぐものとする。観光

や行楽にも最適である。 

実際、海外、国内問わず山岳観光鉄道

として成功している例が数多くある。そ

れらを参考にしながら、実現に向け国の

支援制度や路線設計など調査研究を開始

するなど取り組みを実施していってほし

い。 

4-3 鉄道の駅は、電車やバスの交通結節点

としての機能があるが、街の顔として、

中心市街地活性化や地域コミュニティー

の拠点ともなるべき存在である。駅は交

通機関の乗り換えだけではなく、さまざ

まな公共施設や商業施設が集結すべく公

共の場であり、住民同士のコミュニケー

ションやふれあいの場として開放、活用

すべきである。 

駅を高度化、多機能化すれば、鉄道利

用者及び周辺住民、双方の利便性を向上

させることにつながる。白山市内の駅を

見ると、ＪＲ北陸本線の駅はともかく、

北陸鉄道石川線の駅は無人駅が多く、い

ずれも寂れているのが実状である。駅を

電車に乗るための場所だけではなく、住

民同士のコミュニケーションやふれあい

の場としてどんどん活用すべきである。

賑わいの拠点となれば電車の利用者も増

加が見込まれる。 

駅舎については、町内会の集会所、小

型図書館、児童施設、生涯学習施設、住

民ボランティアによるカフェなどコミュ

ニティ空間として活用する。駅前広場に

ついても休日は、祭り、ワゴンセール、

フリーマーケットなどができるイベント

広場などとして利用する。 

 北陸鉄道石川線の活性化や駅周辺の

市街地整備等については、「４－１．市

の考え方」のとおりです。 

また、住みよい魅力ある地域をつくり

上げていくには、そこに住む市民が主体

的かつ継続的にまちづくりに取り組む

ことが不可欠であるため、地域の自発的

なまちづくり活動の支援やまちづくり

への参加機会の創出などに努めます。 



市民本位のまちづくりには、これらロ

ーカルな無人駅の活用こそがカギとな

る。実現のために行政や鉄道事業者はも

ちろん、地元町会や鉄道愛好家、まちづ

くり市民グループなどと協働で進めてほ

しい。 

4-4 北陸鉄道が石川線の鶴来駅～加賀一の

宮駅間の廃止を表明しているが、同区間

の存続の可能性を探ってほしい。 

近年、白山比咩神社は、クルマによる

境内横の駐車場からの参拝ではなく、駅

から表参道を通る本来の参拝コースが再

評価されている。 

あわせて鶴来地区では、地元住民によ

るＮＰＯなどが加賀一の宮駅を拠点にま

ちづくり活動を企画・実施し始めている

ところである。 

電車利用での獅子吼・手取県立自然公

園への登山や遠足も、従来から根強い人

気、多くの愛好者がいる。 

加賀一宮駅は、国土交通省の中部の駅

百選に選定されており、建築物としても

風格のある貴重な駅舎である。 

加賀一宮駅の乗降客は初詣参拝客に集

中しているが、今後は、周辺にある「道

の駅しらやまさん」や「パーク獅子吼」

などと回遊性を高めた通年型の観光・行

楽の拠点にできないものか。 

北陸鉄道一企業での経営が困難なら、第

３セクターや県外資本などへの譲渡も検

討の必要があり、また行政としても市民

の協力の下、石川線再生を目的とする協

議会を立ち上げ「地域交通活性化再生法」

の適用を視野に入れるべきである。 

「２．市の考え方」の文中、※～※部分

のとおりです。 

 


